
仕  様  書 

 

１  業務名  

分別設備室等清掃業務 

２  業務場所  

豊橋市豊栄町地内 

３  業務期間 

契約日から 令和９ 年３ 月３ １ 日ま で 

４  業務内容 

本業務は、 豊橋市資源化センタ ー西工場棟の分別設備室等の床、 機器及び設備等に堆積

する 粉塵等を、 工場に設置さ れている 真空掃除機等によ り 除去清掃を行う も のである 。  

５  業務回数 

月１ ５ 回 

６  業務従事者 

従事者は、 労働安全衛生法第５ ９ 条に基づく 、 ダイ オキシン類ばく 露防止のための特別

教育を修了し た者でなければなら ない。  

７  業務要領 

    受託者は、 次の各号に従い業務を遂行し なければなら ない。  

（ １ ） 作業実施にあたり 、 開始及び終了時には、 発注者にその旨を連絡する も のと する 。  

（ ２ ） 清掃作業の対象と なる 範囲は、 別紙「 清掃作業範囲図」 のと おり と する 。  

（ ３ ） 清掃作業は、 粉塵の多い場所を優先し て行う も のと する 。  

（ ４ ） 清掃作業は、 床等の形状・ 材質、 汚れの状況に応じ 適切な方法にて実施する こ と 。  

（ ５ ） 作業に使用する 真空掃除機等の機器及び道具・ 器具は、 適切なも のを使用し 、 他の機

器及び設備等の稼動に影響を与えてはなら ない。  

（ ６ ） 収集し た粉塵等は適切な時間に定めら れた場所へ運搬する こ と 。  

（ ７ ） 作業は、発注者の業務に支障をき たさ ないよ う 行う と と も に、稼動し ている 機器等に

は十分注意を払い、停止し ている 機器についても 自動運転にて突然稼動する 恐れも ある

ため、 危険の無いよ う に行う こ と 。  

（ ８ ） 設備等に損傷を与えた場合には、速やかに発注者に報告し 、その指示を受ける こ と 。  

（ ９ ） 現場責任者を定め、 書面をも って発注者に通知する こ と 。  

（ 10） 作業計画を定め、 書面をも って発注者に通知する こ と 。  

 

 

 



８  安全対策 

（ １ ） 受託者は、労働安全衛生法その他関係法令に定める 事項を遵守し 、 安全に業務を実施

する も のと する 。  

（ ２ ） 業務中に起き た事故（ 人身事故を含む。） については、 発注者に報告する と と も に、

受託者の責任において復旧ある いは処理する も のと する 。  

９  提出書類 

受託者は、 次によ り 報告書を提出する こ と 。  

（ １ ） ４ 月～２ 月 

  毎月の業務終了後、 翌月末ま でに「 業務（ 一部） 報告書」 １ 部提出する こ と 。  

（ ２ ） ３ 月 

  業務完了日ま でに「 業務実施報告書」 １ 部提出する こ と 。  

1０  支払方法 

支払は実施業務の履行確認後に請求する こ と ができ る 。なお各回の支払金額は委託金額

を１ ２ 等分し た金額で、 １ 円未満の端数が出た場合は、 初回の支払時に調整する 。  

1１  その他 

   本仕様書に定めのない事項については、 発注者と 受託者と が協議し て定める 。  


















